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国は、住民の利便性の向上及び自治体の行政運営の効率化に寄与するよう、住民記録や税など自治体の主要

な20業務を処理するシステムについて、令和７年度末までにガバメントクラウド（国が整備するクラウド環

境）を活用した標準準拠システムへ移行することを自治体へ求めており、長崎市も原則として令和７年度末ま

でに現行のシステム事業者が開発する標準準拠システムに移行することとしている。

全国的に令和７年度中での移行予定が集中するなか、長崎市では可能なシステムはスケジュールを前倒して

進めるよう、主要な20業務のうち４つのシステムについては、令和６年度中に移行作業を行い、それぞれ令

和７年１月・４月に稼働、それ以外のシステムは令和8年1月から3月にかけて稼働するように調整していた。

しかし、住民記録系・税系・国民年金の３つのシステムの提供事業者である㈱RKKCSから、標準準拠シス

テムの提供時期の遅れが報告され、更に、介護保険・後期高齢者医療システムの提供事業者である富士通

Japan㈱からも、標準準拠システムの提供時期の遅れが報告されたことにより、スケジュールを見直す必要が

出てきた。
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１ 標準準拠システムの稼働日延期について

システム名 標準化業務 稼働予定年月

住民記録系システム ③住民基本台帳、⑤印鑑登録、⑥選挙人名簿管理、⑫就学 令和７年１月

税系システム ⑦固定資産税、⑨法人住民税、⑩軽自動車税、⑱国民健康保険 令和７年１月

国民年金システム ⑳国民年金 令和７年１月

期日前・不在者投票システム ⑥選挙人名簿管理 令和７年４月

介護保険システム ⑰介護保険 令和８年１月

後期高齢者医療システム ⑲後期高齢者医療 令和８年１月

（1）経緯



（2）移行スケジュールの見直しに至った理由
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システム名 ベンダ名 理由 稼働予定年月

住民記録系
税系
国民年金

RKKCS

・国が定める標準仕様書の度重なる改版による業務の増加、
及び定額減税等の大規模な法改正による現行システムの改修
等に人員を割かれ、必要な人員が手当できなかった。

・全国で統一して使用される「行政事務標準文字」の詳細情
報が示されていない。

・システム間のデータ連携仕様について新たに事業者間で調
整する必要が生じた。

令和８年１月

期日前・不
在者投票

NBC情報シ
ステム

期日前・不在者投票システムについては、住民記録系システ
ムからデータを取り込み運用していることから、安定したシ
ステム移行を行うため、住民記録系システムと稼働時期を合
わせる。

介護保険
後期高齢者
医療

富士通
Japan

・他自治体へ提供しているシステムにおいて、アプリケー
ション障害案件が複数発生し、品質改善に注力することが必
要な状況となった。

・定額減税、少子化対策等で、大規模な法改正があり、現行
システムの改修対応のため、必要な人員が手当できなかった。

・標準化期限内に対応するために、専門性の高い要員の確保
を試みているが、十分な確保の目途がたっていない。

令和９年３月

以上のことから、市民への影響を最小限にし、安全かつ確実に移行するため、住民記録系システム等につ

いては、「業務の繁忙期を避ける」「最低4日間の作業期間確保」「平日の窓口停止を伴わない」ことを条

件に「令和８年１月」を稼働予定 、介護保険システム等については、ベンダの対応が可能な「令和９年３

月」を稼働予定とする。



システム名 標準化業務 所管所属 契約日 契約期間 契約金額

住民記録系
システム

住民基本台帳、印鑑
登録

中央地域センター 令和６年６月20日 契約日～令和７年１月31日 38,656,200

就学（学齢簿） 学校教育課 令和６年６月26日 契約日～令和７年１月31日 9,266,400

選挙人名簿管理（選
挙人名簿）

選挙管理委員会事
務局

令和６年７月１日 契約日～令和７年３月31日 13,813,800

税系
システム

固定資産税、法人住
民税、軽自動車税

情報統計課 令和６年６月26日 契約日～令和７年１月31日 181,222,800

国民年金
システム

国民年金 住民情報課 令和６年７月17日 契約日～令和７年１月31日 22,242,000
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※そのほか、今年度、締結予定だった主な業務 （単位：円）

事業者名 システム名 標準化業務 所管所属 予算額

㈱RKKCS 税系システム 国民健康保険 情報統計課 79,391,400

NBC情報システム㈱ 期日前・不在者投票システム
選挙人名簿管理（期日
前・不在者投票管理、当
日投票管理）

選挙管理委員会事務局 43,921,000

富士通Japan㈱ 介護保険システム 介護保険 介護保険課 150,457,000

富士通Japan㈱ 後期高齢者医療システム 後期高齢者医療 後期高齢者医療室 135,285,000

※受注者（㈱RKKCS）との現在の契約状況。R7.1月稼働に向けてすでに契約していたもの （単位：円）

（３）標準化移行作業に係る契約状況
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【参考】標準化対象事務（政令で定められた２０業務）
①児童手当、②子ども・子育て支援、③住民基本台帳、④戸籍の附票、⑤印鑑登録、⑥選挙人名簿管理、⑦固定資産税、⑧個人住民税、
⑨法人住民税、⑩軽自動車税、⑪戸籍、⑫就学、⑬健康管理、⑭児童扶養手当、⑮生活保護、⑯障害者福祉、⑰介護保険、⑱国民健康保険、
⑲後期高齢者医療、⑳国民年金

（４） 変更後の移行スケジュール
変更前

変更後
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（５）スケジュール変更の影響

項目 内容

法令の遵守
国が定める標準化の移行期限は令和７年度末となっており、住民記録系システム等については、令和
８年１月に稼働日を変更しても期限内の移行を遵守できる。しかし、介護保険・後期高齢者医療シス
テムについては、期限に間に合わないため、移行困難システムとして国への報告が必要となる。

市民サービスへの影響
各標準準拠システム稼働までは、現行システムを継続利用することにより、市民サービスや選挙の執
行に影響はない。

契約済み業務委託の変
更手続き

住民記録系システム等において、標準準拠システムへの移行に係る契約済みの業務委託については変
更手続きが必要となる。

関連システムの改修
住民記録系システム等とデータ連携を行っている関連システムの改修や連携テスト等のスケジュール
の見直しが必要となる。 ⇒ 減額補正

標準準拠システムとの
連携対応

介護保険・後期高齢者医療システムについては、住民記録系システム等の他の標準準拠システムとの
データ連携に係る現行システムの改修や連携テストが新たに必要となる。⇒ 令和7年度予算計上
住民記録系システム等の移行延期に伴い、予定していた関連システムとのデータ連携に係る改修や連
携テストが不要となる。 ⇒ 減額補正

現行システムの保守等
の延長

住民記録系システム等については、令和７年１月以降も現行システムを継続利用する必要があること
から、保守契約等の延長を行う必要がある。 ⇒ 増額補正・既存予算流用

現行システムで使用す
る帳票の追加発注

住民記録系システム等の稼働が延期することにより、現行システムで使用する帳票が不足することか
ら、追加発注する必要がある。 ⇒ 既存予算流用

国からの財政支援

介護保険・後期高齢者医療システムについては移行期限を超過してしまうため、現在の補助金交付要
綱では、令和８年度以降に発生した標準準拠システムへの対応経費が補助対象外となっている。
（他の自治体でも多くの移行困難システムがあるため、令和８年度以降の財政支援について、国にお
いても検討中となっている。）



 デジタル基盤改革支援補助金が大幅に不足する

デジタル基盤改革支援補助金における国からの補助上限額（仮）が標準化に係る移行経費を大きく

下回っているため、市に多額の財政負担が生じる。

 令和8年度以降の移行費用に対する国の補助が無い

国から移行困難システムとして認められても、現行制度では、令和8年度以降に係る標準化移行費

用は補助対象外となるため、市に多額の財政負担が生じる。

 システム連携が不可欠な標準化対象外業務に係る財政負担が生じる

標準化対象外業務（こども福祉医療や原爆など）が標準化対象業務のシステムとの連携が不可欠で

あり、改修が必要であるが、当該改修費用が補助対象外であるため、市の財政負担が生じる。

 標準化移行後のランニングコストの大幅な増加が見込まれている

ガバメントクラウドへ移行後、ガバメントクラウド利用料やネットワーク費用など、現行のオンプ

レには無い新たに発生するランニングコストが高額となる見込みである。

ア 長崎市が抱える標準化に係る懸念事項
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（６）長崎市の標準化に係る状況



イ 長崎市から国へ行った要望事項の概要

地方自治体の新たな負担増とならないよう、

 デジタル基盤改革支援補助金の補助上限額（仮）を見直し、標準化移行

費用の全額について財政措置を講じること

 令和８年度以降に実施する移行困難システムに該当するとされたものに

係る移行経費については補助対象とすること

 システム連携が不可欠な標準化対象外業務に係る費用についても財政措

置を講じること

 標準化移行後の運用経費が増とならないよう財政措置を講じること
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国への要望・提言状況（まとめ）
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要望元 長崎市上京陳情 長崎県市長会議 長崎県市議会議長会 中核市市長会 全国市長会

要望年月 令和6年7月 令和6年8月 令和6年8月 令和6年11月 令和6年6月

要望内容 移行経費の不足額は全
て自治体の負担となる
ことから、移行経費の
全額について財政措置
を講じること。

自治体の負担が生じな
いよう導入費用の全額
について財政措置を講
じること。

システム変更・改修に係る
財政的支援については、す
べての地方自治体において
標準化対応が実現できるま
で継続すること。

多額の自治体負担が生じる状況である
ことを勘案し、改めて補助上限額や補
助対象範囲の見直し等を行い、そのた
めの必要経費を令和６年度補正予算に
計上し、財源を確保すること。

すべての自治体が円滑に移行で
きるよう、的確なスケジュール
のもとに、情報提供やきめ細や
かなフォローアップを行うこと。

令和８年度以降に実施
する移行困難システム
と認められたものに係
る移行経費については
補助対象とすること。

移行困難システムにつ
いても移行完了まで確
実に財政措置すること。

標準準拠システムとの連携
が必要となる標準化対象外
の情報システムの改修費用
についても財政支援の対象
とすること。

中核市では８割の自治体が移行困難シ
ステムを抱える状況であることから、
移行期限延長に柔軟に対応すること。
デジタル基盤改革支援基金の設置期限
を延長し、令和８年度以降も全額国庫
負担による財政措置を行うこと。

自治体の実情を十分留意したう
えで、必要な支援を行うこと。
特に、移行スケジュールについ
ては、自治体の推進体制や進捗
状況及びベンダの対応状況等も
踏まえ、適切な移行期限を設定
するなど、柔軟に対応すること。

標準準拠システムとの
連携が必要となる標準
化対象外の情報システ
ムの改修費用について
も財政措置の対象とす
ること。

標準化対象システムと
密接に連携する標準化
対象外システムを、標
準化対象システムと併
せて移行する際に必要
となる費用も含め財政
支援措置を講じること。

標準準拠システム移行後の
運用経費についても、自治
体経営に多大な影響がでな
いよう、適切な財政支援を
講じること。

ガバメントクラウドの利用料は、自治
体の情報システムの運用経費等につい
て「少なくとも３割の削減を目指す」
（地方公共団体情報システム標準化基
本方針）という目標に沿った適切な額
に設定すること。

システム移行に係る経費につい
ては、全額国庫補助により必要
額を確実に措置すること。
また、移行期限を見直したシ

ステムについては、令和８年度
以降も同様に必要な財政支援を
確実に講じること。

標準準拠システム移行
後の運用経費について
も、自治体の新たな財
政負担増とならないよ
う、必要な財政措置を
講じること。

ガバメントクラウドに
接続するネットワーク
については、整備に係
る費用及び運用経費な
ど必要経費を国が全額
負担すること。

ガバメントクラウドの利用料等
の運用経費については、先行事
例や既にクラウドで運用してい
る自治体の実証分析等を行い、
現行の運用コストよりも負担増
とならないようにすること。

ガバメントクラウド利
用料等の運用経費につ
いても、標準化移行後
に新たな財政負担増と
ならないよう、国にお
いて適切な財政支援を
行うこと。

ガバメントクラウドについて、
セキュリティ対策や個人情報保
護に支障が生じないよう、万全
を期すこと。
また、国内事業者の参入を積極
的に推進すること。



（７）補正の考え方

令和6年度に計上していた関連予算については次のとおり整理する

項目 主なもの 対応

①未契約でありR7年度に支出を要するもの 関連システムの改修費や連携テスト費等
減額補正
※R7年度に再計上

②R6・R7年度に支出が必要なくなったも
の

介護・後期システムのデータ移行費
減額補正
※R8年度に再計上

住民記録系システム等の連携費等 減額補正

③既存予算で不足するもの 現行システムの1月～3月分の運営費 増額補正

④契約済みでR7年度に支出を要するもの データ移行費 繰越明許費補正
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※令和7年1月以降に税系システム等で使用する帳票（現様式）において11月市議会前に契約を必要とする分や現行システムの
保守等の費用の一部について、既存予算を流用して対応している。（流用額 11,715千円）

（単位：千円）
減額補正額の内訳



款 項 目 事 業 名
補正の考え
方の項番

補正額
（千円）

主な補正内容 部局名

2 1 12

ICT活用業務効率化推進費 ① ▲８１２ 税系システム標準化に伴うRPAシナリオの改修業務
委託費の減額

情報政策
推進部基幹業務系システム運営費

① ▲２９，１８７ 新住民記録系システム等のガバメントクラウドサー
ビス利用料等の減額

② ▲７，４８７ 住民記録系・税系システム標準化に伴う福祉系シス
テム等のデータ連携改修業務委託費等の減額

③ １５，３５５ 現行税系システムの保守業務委託費等の増額

文書管理・財務会計システム
運営費

① ▲７２３ 税系システム標準化に伴う財務会計システムとの
データ連携改修業務委託費の減額

2 2 1 税務総務費事務費

① ▲３０８ 税系システム標準化に伴うコンビニ収納バーコード
スキャンテスト業務委託費の減額

財務部

② ▲２３，１９６ 税系システム標準化に伴う滞納整理支援システムと
のデータ連携改修業務委託費の減額

2 2 2

固定資産評価費 ① ▲３，８５０ 税系システム標準化に伴う家屋評価システムとの
データ連携改修業務委託費の減額

固定資産税賦課費 ① ▲７９２ 税系システム標準化に伴うコンビニ収納バーコード
スキャンテスト業務委託費の減額

諸税賦課費 ① ▲７０５ 税系システム標準化に伴うコンビニ収納バーコード
スキャンテスト業務委託費等の減額

2 3 1 コンビニ交付システム運営費 ① ▲６，５２２ 住民記録系システム等の標準化に伴うコンビニ交付
システムとのデータ連携改修業務委託費等の減額

市民生活
部

3 1 6 国民年金事務費

① ▲６７４ 新国民年金システムのクラウドサービス利用料等の
減額

③ １５３ 現行年金受付管理システムの保守業務委託費等の
増額

合計 ▲５８，７４８
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事業別補正額一覧



款 項 目 事 業 名
補正の考え
方の項番

繰越明許額
（千円）

主な補正内容 部局名

2 1 12 基幹業務系システム運営費 ④ ２８５，０３５ 税系システム標準化に伴うデータ移行等業務
委託費の繰越

情報政策
推進部

2 3 1 住民記録系システム整備費 ④ ３８，６５７ 住民記録系システム標準化に伴うデータ移行
等業務委託費の繰越

中央総合
事務所

2 4 1 選挙管理委員会費事務費 ④ ５８，２５７
住民記録系システム標準化及び期日前・不在
者投票システム標準化に伴うデータ移行等業務
委託費等の繰越

選挙管理
委員会

3 1 6 国民年金事務費 ④ ２２，２４２ 国民年金システム標準化に伴うデータ移行等
業務委託費の繰越

市民生活部

合計 ４０４，１９１
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事業別補正額一覧



予 算 説 明 書
事 業 名

補正額
（千円）

部局名
ページ 款 項 目 番号

26～27 ２
総務費

１
総務管理費

１２
情報システム推進費

１－１ ICT活用業務効率化推進費 ▲８１２

情報政策推進部２－１ 基幹業務系システム運営費 ▲２１，３１９

２－２ 文書管理・財務会計システム運営費 ▲７２３

26～27 ２
総務費

２
徴税費

１
税務総務費

１－１ 税務総務費事務費 ▲２３，５０４

財務部

26～29
２

総務費
２

徴税費
２

賦課費

１－１ 固定資産評価費 ▲３，８５０

１－２ 固定資産税賦課費 ▲７９２

１－３ 諸税賦課費 ▲７０５

28～29 ２
総務費

３
戸籍住民基本台帳費

１
戸籍住民基本台帳費

１－１ コンビニ交付システム運営費 ▲６，５２２
市民生活部

28～29 ３
民生費

１
社会福祉費

６
国民年金事務費

１－１ 国民年金事務費 ▲５２１

合計 ▲５８，７４８

予 算 説 明 書 【 繰 越 明 許 費 】
事 業 名

繰越明許額
（千円）

部局名
ページ 款 項 目

38～39 ２
総務費

１
総務管理費

１２
情報システム推進費

基幹業務系システム運営費 ２８５，０３５ 情報政策推進部

38～39 ２
総務費

３
戸籍住民基本台帳費

１
戸籍住民基本台帳費

住民記録系システム整備費 ３８，６５７ 中央総合事務所

38～39 ２
総務費

４
選挙費

１
選挙管理委員会費

選挙管理委員会費事務費 ５８，２５７ 選挙管理委員会

38～39 ３
民生費

１
社会福祉費

６
国民年金事務費

国民年金事務費 ２２，２４２ 市民生活部

合計 ４０４，１９１
- 13 -

２ 標準化関連補正予算一覧



税系システムについて、移行契約を締結していたが、システムの提供事業者である（株）RKKCSから、標準準拠シ

ステムの提供時期の遅れが報告されたため、稼働時期を令和7年1月から令和8年1月に見直すこととなった。

これらのことから、移行に伴う関連システムの改修等の費用が不要となること及び現行システムの延伸に伴い保

守等が必要となることから、予算の減額・増額を行うもの。

１ 概要

予 算 説 明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

26～27 ２
総務費

１
総務管理費

１２
情報システム
推進費

１－１ ICT活用業務効率化推進費
千円

▲８１２

２－１ 基幹業務系システム運営費
千円

▲２１，３１９

２－２ 文書管理・財務会計システム運営費
千円

▲７２３

合計
千円

▲２２，８５４
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３ 〔２款 総務費 １項 総務管理費 １２目 情報システム推進費〕 ＩＣＴ活用業務効率化推進費ほか

・ICT活用業務効率化推進費

住民記録系・税系システムの稼働時期が延期されたことに伴い、標準化移行に伴うRPAシナリオ改修経費が不要

となったもの（減額する経費）

２ 補正内容

事業名 業務 金額

ICT活用業務効率化推進費 ア RPAシナリオ改修業務委託 ▲８１２千円

※アは令和7年度当初予算に計上予定

【情報政策推進部】



・基幹業務系システム運営費

（１）税系システムの稼働時期が延期されたことに伴い、関連システム（福祉系システム、統合宛名管理基盤、コンビニ

交付システム）の改修経費や、令和7年1月～3月の標準準拠システムに係る運用経費などが不要となったもの

（減額する経費）

（２）税系システムの稼働時期が延期されたことに伴い、現行システムの延伸に伴う保守経費などが必要となったもの

（増額する経費）

２ 補正内容

事業名 業務 金額

基幹業務系システム運営費

ア 住記・税系システム標準化に伴う福祉系システム改修委託 ▲４，７７０千円

イ 統合宛名管理基盤標準化に伴う税系システム連携試験対応
委託

▲１，０６７千円

ウ 住記・税系システム標準化に伴うコンビニ交付連携改修委託 ▲１，１００千円

エ 標準化に伴う印刷管理用サーバー設定変更委託 ▲５５０千円

オ 税系システムガバメントクラウド運用補助管理委託 ▲１，６５０千円

カ 住記・税系システム標準化に伴う単独系システム改修委託 ▲４，７６９千円

キ 税系システムクラウドサービス利用料 （新システムの令和7年1
月～3月の保守費等）

▲１６，２５２千円

ク 異動受付支援システム標準化改修委託 ▲６，５１６千円

※オ～クは令和7年度当初予算に計上予定

- 15 -

事業名 業務 金額

基幹業務系システム運営費

ア 税系システム使用料 （現行システムの令和7年1月～3月の使用料） ８，８９１千円

イ 税系システム保守等委託 （現行システムの令和7年1月～3月の保
守費）

６，４６４千円



・文書管理・財務会計システム運営費
税系システムの稼働時期が延期されたことに伴い、標準化に伴う財務会計システムとの連携テスト経費が不要となったもの
（減額する経費）

２ 補正内容

事業名 業務 金額

文書管理・財務会計システム運営費 ア 税系システム標準化に伴う連携テスト業務委託 ▲７２３千円
※アは令和7年度当初予算に計上予定

※ 稼働時期が延期となるが、標準化移行までの期間については、現行システムで運用を継続するため、市民生活への影響は無い。

３ スケジュール

令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム

新税系システム構築期間

移行後システム

変
更
後

現行システム

新税系システム構築期間

移行後システム

- 16 -



・ ICT活用業務効率化推進費

・ 基幹業務系システム運営費

４ 財源内訳

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

22,317
千円 千円

-
千円

-
千円
1,764

千円
20,553

11月補正
千円
▲812

千円
-

千円
-

千円
-

千円
▲812

千円
-

補正後
千円

21,505
千円 千円

-
千円

-
千円
952

千円
20,553

※ デジタル基盤改革支援補助金 （補助率 10/10）

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

1,182,307
千円
9,248

千円
-

千円
-

千円
882,917

千円
290,142

11月補正
千円

▲21,319
千円

-
千円

-
千円

-
千円

▲18,222
千円

▲3,097

補正後
千円

1,160,988
千円
9,248

千円
-

千円
-

千円
864,695

千円
287,045

※ デジタル基盤改革支援補助金 （補助率 10/10）
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・ 文書管理・財務会計システム運営費

４ 財源内訳

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

27,555
千円 千円

-
千円

-
千円
8,377

千円
19,178

11月補正
千円
▲723

千円
-

千円
-

千円
-

千円
▲723

千円
-

補正後
千円

26,832
千円 千円

-
千円

-
千円
7,654

千円
19,178

※デジタル基盤改革支援補助金 （補助率 10/10）
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税系システムについて、移行契約を締結していたが、システムの提供事業者である（株）RKKCSから、標準準

拠システムの提供時期の遅れが報告されたため、稼働時期を令和7年1月から令和8年1月に見直すこととなった。

これらのことから、税系システムの移行期間を延長するため、予算の繰越しを行うもの。

１ 概要

予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

38～39 ２
総務費

１
総務管理費

１２
情報システム
推進費

基幹業務系システム運営費

千円

２８５，０３５

- 19 -

税系システムの移行期間の延長に伴い、データ移行等の予算の繰越しを行うもの。

２ 繰越事由

事業名 内容 事業費

基幹業務系システム
運営費

税系システム標準化に伴うデータ移行等業務委託
２８５，０３５千円



※稼働時期が延期となるが、標準化移行までの期間については、現行システムで運用を継続するため、市民 生活への影響は無い。

３ スケジュール

令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム

新税系システム
構築期間

移行後システム

変
更
後

現行システム

新税系システム
構築期間

移行後システム

・ 基幹業務系システム運営費

４ 財源内訳

金 額
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

11月補正後
予算現額

千円
1,160,988

千円
9,248

千円
-

千円
-

千円
864,695

千円
287,045

支出予定額 875,953 9,248 - - 579,660 287,045

繰越明許額 285,035 - - - 285,035 -

※デジタル基盤改革支援補助金 （補助率 10/10）
- 20 -



税系システムについて、移行契約を締結していたが、システムの提供事業者である（株）RKKCSから、標準準拠システムの
提供時期の遅れが報告されたため、稼働時期を令和7年1月から令和8年1月に見直すこととなった。
これらのことから、移行に伴う関連システムの改修等の費用が不要となるため、予算の減額を行うもの。

１ 概要

予 算 説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

26～27 ２
総務費

２
徴税費

１
税務総務費

１－１ 税務総務費事務費
千円

▲２３，５０４

26～29
２

総務費
２

徴税費
２

賦課費
１－１ 固定資産評価費

千円
▲３，８５０

26～29 ２
総務費

２
徴税費

２
賦課費

１－２ 固定資産税賦課費
千円

▲７９２

26～29 ２
総務費

２
徴税費

２
賦課費

１－３ 諸税賦課費
千円

▲７０５

合計
千円

▲２８，８５１
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４ 〔２款 総務費 ２項 徴税費 １目 税務総務費〕税務総務費事務費ほか 【財務部】



・税系システムの稼働時期が延期されたことに伴い、関連システムの改修経費やスキャンテストに係る経費など、不要となった予
算を減額する。

２ 補正内容

- 22 -

事業名 業務 金額

税務総務費事務費
①滞納整理支援システム改修委託 （▲23,196千円）
②コンビニ収納バーコードスキャンテスト （▲308千円）

▲２３，５０４千円

固定資産評価費 ③家屋評価システム改修委託 （▲3,850千円） ▲３，８５０千円

固定資産税賦課費 ④コンビニ収納バーコードスキャンテスト （▲792千円） ▲７９２千円

諸税賦課費
⑤コンビニ収納バーコードスキャンテスト（軽自動車税（種別割）） （▲309千円）
⑥軽自動車税（種別割）納税通知書印字位置プログラム改修等委託 （▲396千円）

▲７０５千円

①滞納整理支援システムについて
徴収一元化5債権（市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料）に係る滞納情報を一元管理するもの

③家屋評価システムについて
家屋の固定資産税を算定するにあたり、総務省が定める固定資産評価基準に基づき、家屋の屋根・壁体・基礎・仕上・建具等の部分毎に、使
用される資材や数量等により評価額の計算を行うためのもの

・②～⑥は令和7年度当初予算に計上予定。
・①は、新税系システムが稼働する令和7年1月以降、新税系システムと現行の滞納整理支援システムを連携させるための改修費
用として当初予算に計上していたが、新税系システムの稼働時期が令和8年1月に延期されたことに伴い、新滞納整理支援システ
ムの稼働時期と同時期になることから、当該改修費用は令和7年度においても不要となる。



３ スケジュール

令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行の税系システム

新税系システム構築期間

①滞納整理支援システム改修

②④スキャンテスト

③家屋評価システム改修

⑤⑥スキャンテスト等

新税系システム

変
更
後

現行の税系システム

新税系システム構築期間

①滞納整理支援システム改修

②④スキャンテスト

③家屋評価システム改修

⑤⑥スキャンテスト等

新税系システム

※ 稼働時期が延期となるが、標準化移行までの期間については、現行システムで運用を継続するため、市民生活への影響は無い。

改修不要

- 23 -



・ 税務総務費事務費

・ 固定資産評価費

・固定資産税賦課費

４ 財源内訳

※デジタル基盤改革支援補助金（補助率10/10）など

※保険料個人負担金

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

173,646
千円
－

千円
－

千円
－

千円
95,396

千円
78,250

11月補正 ▲ 23,504 － － － ▲ 23,504 －

補正後 150,142 － － － 71,892 78,250

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

121,310
千円
－

千円
－

千円
－

千円
5

千円
121,305

11月補正 ▲ 3,850 － － － － ▲ 3,850

補正後 117,460 － － － 5 117,455

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

29,962
千円
－

千円
－

千円
－

千円
4,099

千円
25,863

11月補正 ▲ 792 － － － － ▲ 792

補正後 29,170 － － － 4,099 25,071

※証明手数料、保険料個人負担金- 24 -



・ 諸税賦課費

４ 財源内訳

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

26,309
千円
－

千円
－

千円
－

千円
30

千円
26,279

11月補正 ▲ 705 － － － － ▲ 705

補正後 25,604 － － － 30 25,574

※原動機付自転車標識弁償金、保険料個人負担金

- 25 -



上記に伴い、コンビニ交付システムの再構築及び連携テストが次年度実施となることから、システムの再構築及び
連携テストに係る費用の予算を減額するもの。

コンビニ交付システムについて、標準準拠システムの稼働に合わせ再構築を行い、稼働することとしていたが、標準
準拠システムの稼働時期が令和8年1月に見直されたため、コンビニ交付システムの稼働時期も令和8年1月となり、
今年度予定していたシステムの再構築及び連携テストが次年度実施となることから、これに要する予算の減額を行う
もの。

１ 概要

２ 補正内容

予 算 説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

28～29 ２
総務費

３
戸籍住民
基本台帳費

１
戸籍住民
基本台帳費

１－１ コンビニ交付システム運営費
千円

▲６，５２２

事業名 業務 金額

コンビニ交付システム運営費

（１）住民記録系システム標準化に伴うコンビニ交付システム
再構築等業務委託費用

▲６，３６２千円

（２）標準化対応に係るコンビニ交付システム検証作業（旅費） ▲１６０千円

※（１）及び（２）は令和7年度当初予算に計上予定

- 26 -

【市民生活部】５ 〔２款 総務費 ３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費〕コンビニ交付システム運営費ほか



３ スケジュール

４ 財源内訳

令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム

コンビニ交付シス
テム再構築期間

再構築後システム

変
更
後

現行システム

コンビニ交付シス
テム再構築期間

再構築後システム

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

37,925
千円

-
千円

-
千円

-
千円

37,925
千円

-

11月補正
千円

▲6,522
千円

-
千円

-
千円

-
千円

▲6,362
千円
▲160

補正後
千円

31,403
千円

-
千円

-
千円

-
千円

31,563
千円
▲160

※ 証明手数料、デジタル基盤改革支援補助金（補助率 10/10）

・ コンビニ交付システム運営費

- 27 -

※ 稼働時期が延期となるが、標準化移行までの期間については、現行システムで運用を継続するため、市民生活への影響は無い。



住民記録系システムについて、移行契約を締結していたが、システムの提供事業者である(株)RKKCSから、標
準準拠システムの提供時期の遅れが報告されたため、稼働時期を令和7年1月から令和8年1月に見直すことと
なった。
これらのことから、住民記録系システムの移行期間を延長するため、予算の繰越しを行うもの。

１ 概要

予 算 説明 書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

38～39
２

総務費
３

戸籍住民
基本台帳費

１
戸籍住民
基本台帳費

住民記録系システム整備費

千円

３８，６５７

- 28 -

住民記録系システムの移行期間の延長に伴い、データ移行等の予算の繰越しを行うもの。

事業名 内容 事業費

住民記録系
システム整備費

住民記録系システム標準化に伴うデータ移行等業務委託 ３８，６５７千円

２ 繰越事由

【中央総合事務所】



※稼働時期が延期となるが、標準化移行までの期間については、現行システムで運用を継続するため、市民生活への影響は無い。

３ スケジュール

令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム

新住民記録系
システム構築期間

移行後システム

変
更
後

現行システム

新住民記録系
システム構築期間

移行後システム

※ デジタル基盤改革支援補助金（補助率10/10）

４ 財源内訳

・住民記録系システム整備費

- 29 -

金額
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

予算現額
千円

38,657
千円
―

千円
―

千円
―

千円
38,657

千円
―

支出予定額
千円
―

千円
―

千円
―

千円
―

千円
―

千円
―

繰越明許額
千円

38,657
千円
―

千円
―

千円
―

千円
38,657

千円
―



選挙のシステムについては、主に選挙人名簿管理システム（ （株）RKKCS ）と期日前・不在者投票システム
（ NBC情報システム（株） ）を使用しているが、（株）RKKCSから、標準準拠システムの提供時期の延期が報告され
たことから稼働時期を令和7年1月から令和8年1月に見直すと同時に期日前・不在者投票システムについても選
挙人名簿管理システムからデータを取り込み運用していることから、安定したシステム移行を行うため、選挙人名
簿管理システムと稼働時期を合わせ、稼働時期を令和8年1月に見直すもの。

これらのことから、システムの移行期間を延長するため、予算の繰越しを行うもの。

１ 概要

予 算 説 明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

38～39 ２
総務費

４
選挙費

１
選挙管理
委員会費

選挙管理委員会費事務費

千円

５８，２５７

- 30 -

【選挙管理委員会事務局】６ 〔２款 総務費 ４項 選挙費 １目 選挙管理委員会費〕選挙管理委員会費事務費



選挙人名簿管理システム（住民記録系システムの一部）の移行期間の延長に伴い、データ移行等の予算の繰
越しを行うもの。
また、期日前・不在者投票システムについても選挙人名簿管理システムと稼働時期を合わせることによる移行
期間の延長に伴い、データ移行等の予算の繰越しを行うもの。

（１）選挙人名簿管理システムの移行

（２）期日前・不在者投票システムの移行及びソフトウェアライセンスの調達

２ 繰越事由

事業名 内 容 事業費

選挙管理委員会費事務費 選挙人名簿管理システム移行等業務委託 １４,３３６千円

事業名 内 容 事業費

選挙管理委員会費事務費
期日前・不在者投票システム移行等業務委託 ３０,４６５千円

システムソフトウェア費 １３,４５６千円

合計 ４３,９２１千円

- 31 -



※ 移行時期が延期となるが、標準化移行までの期間については、現行システムで運用を継続するため、選挙への影響は無い。

３ スケジュール

- 32 -

選挙人名簿管理システム
令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム

新システム構築期間

移行後システム

変
更
後

現行システム

新システム構築期間

移行後システム

期日前・不在者投票システム
令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム

新システム構築期間

移行後システム

変
更
後

現行システム

新システム構築期間

移行後システム

ソフトウェア
調達

ソフトウェア
調達



※１在外選挙人名簿登録事務交付金（補助率10/10） ※２デジタル基盤改革支援補助金（補助率10/10）

４ 財源内訳

金額
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金※１ 地方債 その他※２ 一般財源

予算現額
千円

59,287
千円
―

千円
35

千円
―

千円
44,801

千円
14,451

支出予定額
千円
1,030

千円
―

千円
35

千円
―

千円
―

千円
995

繰越明許額
千円

58,257
千円
―

千円
―

千円
―

千円
44,801

千円
13,456

- 33 -



標準準拠システムの稼働時期が延期されたことに伴い、現行システムの契約延長が必要（増額経費（１）、（２））となり、
標準化後のシステム利用料が不要（減額経費（３））となったもの。

国民年金システムについて、システム移行等業務委託契約を締結していたが、標準準拠システムの提供時期の遅れ
が報告されたことから、稼働時期を令和7年1月から令和8年1月に見直したため、現行システムの契約延長が必要とな
り、標準化後のシステム利用料が不要となったことから、予算の増額・減額を行うもの。

１ 概要

２ 補正内容

予 算 説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

28～29 ３
民生費

１
社会福祉費

６
国民年金
事務費

１－１ 国民年金事務費
千円

▲５２１

事業名 業務 金額

国民年金事務費

（１）年金受付管理システム保守管理業務委託（現行）の保守契約延長費用 １１３千円

（２）年金受付管理システム用機器賃貸借（現行）の契約延長費用 ４０千円

（３）国民年金システムクラウドサービス利用料及び保守費用（R7年1月～3月）
（新規）

▲６７４千円

- 34 -

【市民生活部】

※（３）は令和7年度当初予算に計上予定

７ 〔３款 民生費 １項 社会福祉費 ６目 国民年金事務費〕国民年金事務費



３ スケジュール

令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム

新国民年金シス
テム構築期間

移行後システム

変
更
後

現行システム

新国民年金シス
テム構築期間

移行後システム

・ 国民年金事務費

４ 財源内訳

※ 稼働時期が延期となるが、標準化移行までの期間については、現行システムで運用を継続するため、市民生活への影響は無い。

※ 保険料個人負担金、デジタル基盤改革支援補助金（補助率 10/10）

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

当初予算
千円

34,204
千円

11,937
千円

-
千円

-
千円

22,267
千円

-

11月補正
千円
▲521

千円
▲521

千円
-

千円
-

千円
-

千円
-

補正後
千円

33,683
千円

11,416
千円

-
千円

-
千円

22,267
千円

-
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国民年金システムについて、システム移行等業務委託契約を締結していたが、標準準拠システムの提供時期の
遅れが報告されたことから、稼働時期を令和7年1月から令和8年1月に見直すため、予算の繰越しを行うもの。

１ 概要

予 算 説 明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

38～39 ３
民生費

１
社会福祉費

６
国民年金事務費

国民年金事務費
千円

２２，２４２

標準準拠システムの移行期間の延長に伴い、データ移行等の予算の繰越しを行うもの。

２ 繰越事由

事業名 内容 事業費

国民年金事務費
住民記録系システム標準化に伴う国民年金システムデータ移行等
業務委託費用

２２，２４２千円

- 36 -



３ スケジュール

令和6年度 令和7年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム

新国民年金シス
テム構築期間

移行後システム

変
更
後

現行システム

新国民年金シス
テム構築期間

移行後システム

・ 国民年金事務費

４ 財源内訳

区 分 事業費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

11月補正後
予算現額

千円
33,683

千円
11,416

千円
-

千円
-

千円
22,267

千円
-

支出予定額
千円

11,441
千円

11,416
千円

-
千円

-
千円

25
千円

-

繰越明許額
千円

22,242
千円

-
千円

-
千円

-
千円

22,242
千円

-

※ 稼働時期が延期となるが、標準化移行までの期間については、現行システムで運用を継続するため、市民生活への影響は無い。

※ 保険料個人負担金、デジタル基盤改革支援補助金（補助率 10/10）
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